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路線価図等の閲覧

相続税・贈与税の土地などの評価に用い
る平成20年度分の路線価図等の閲覧は７
月１日（火）から行うことができます。

○国税庁ホームページの「路線価図等の
閲覧コーナー」では、全国の過去３年分
の路線価図等がご覧になれます。

〈全国の国税局・税務署の窓口に設置して
あるパソコンでも閲覧できます。〉
※国税局・税務署では、IT化・ペーパー
レス化を進めており、本年からは路線
価図等（冊子）を備え付けませんので、
ご理解願います。なお、混雑時はお待
ちいただく場合があります。

ご自宅などで

インターネット
により国税庁ホームページで閲覧できます

所得税の予定納税（第１期分）
納期は平成20年７月１日～31日です。

予定納税が必要な方には、６月中旬に税務署
から「予定納税額の通知書」を送付されます。

　前年分の確定申告に基づき計算した予
定納税基準額が15万円以上である場合に、
原則その1/3相当額をそれぞれ７月と11
月に納めていただくことになっています。

○第１期分の予定納税の減額申請をする
場合は、平成20年７月15日までに「予定
納税額の減額申請書」を税務署に提出し
てください。

※廃業や災害などの理由により、平成20年６月
30日現在の状況で、平成20年分の見積もった
税額が、税務署から通知された「予定納税基準
額」より少なくなると見込まれる場合に、申請
することができます。

○納付には便利な振替納税をご利用ください。

予定納税とは？

予定納税額の減額の申請・納付
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所得変動に伴う住民税の還付申告のお知らせ
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